
平成２７年

第４回市議会定例会 議案第１０号

函館市手数料条例の一部改正について

函館市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２７年１２月２日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市手数料条例の一部を改正する条例

函館市手数料条例（平成１２年函館市条例第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第２号中「基づく」の後ろに「指定居宅サービス事業者等の指

定および」を加える。

別表第２を次のように改める。

別表第２（第２条関係）

区 分 単 位 金 額

介護保険法（以 通所介護，通所リハビ １件につき 28,000円
下この表におい リテーション，短期入
て「法」という｡) 所生活介護，短期入所
第70条第１項の 療養介護または特定施

規定に基づく指 設入居者生活介護に係
定居宅サービス るもの
事業者の指定

その他のもの １件につき 21,000円

法第70条の２第 通所介護，通所リハビ １件につき 13,000円
１項の規定に基 リテーション，短期入
づく指定居宅サ 所生活介護，短期入所

ービス事業者の 療養介護または特定施
指定の更新 設入居者生活介護に係

るもの

その他のもの １件につき 11,000円



法第78条の２第 地域密着型通所介護， １件につき 30,000円
１項の規定に基 認知症対応型通所介護
づく指定地域密 （共用型指定認知症対
着型サービス事 応型通所介護を除く。),

業者の指定 小規模多機能型居宅介
護，認知症対応型共同
生活介護，地域密着型
特定施設入居者生活介

護または複合型サービ
スに係るもの

地域密着型介護老人福 １件につき 64,000円

祉施設入所者生活介護
に係るもの

その他のもの １件につき 23,000円

法第78条の12に 地域密着型通所介護， １件につき 13,000円
おいて準用する 認知症対応型通所介護
法第70条の２第 （共用型指定認知症対

１項の規定に基 応型通所介護を除く。),
づく指定地域密 小規模多機能型居宅介
着型サービス事 護，認知症対応型共同
業者の指定の更 生活介護，地域密着型

新 特定施設入居者生活介
護または複合型サービ
スに係るもの

地域密着型介護老人福 １件につき 29,000円
祉施設入所者生活介護
に係るもの

その他のもの １件につき 11,000円

法第79条第１項の規定に基づく指定居宅介 １件につき 21,000円
護支援事業者の指定

法第79条の２第１項の規定に基づく指定居 １件につき 11,000円
宅介護支援事業者の指定の更新

法第86条第１項の規定に基づく指定介護老 １件につき 62,000円
人福祉施設の指定

法第86条の２第１項の規定に基づく指定介 １件につき 29,000円



護老人福祉施設の指定の更新

法第94条第１項の規定に基づく介護老人保 １件につき 62,000円
健施設の開設の許可

法第94条第２項の規定に基づく介護老人保 １件につき 33,000円
健施設の変更（構造設備の変更を伴うもの
に限る。）の許可

法第94条の２第１項の規定に基づく介護老 １件につき 29,000円
人保健施設の開設の許可の更新

法第1 1 5条の２ 介護予防通所介護，介 １件につき 28,000円

第１項の規定に 護予防通所リハビリテ
基づく指定介護 ーション，介護予防短
予防サービス事 期入所生活介護，介護
業者の指定（法 予防短期入所療養介護

第70条第１項の または介護予防特定施
規定に基づく指 設入居者生活介護に係
定居宅サービス るもの
事業者の指定の

申請を併せて行 その他のもの １件につき 21,000円
う場合を除く。)

法第1 1 5条の11 介護予防通所介護，介 １件につき 13,000円

において準用す 護予防通所リハビリテ
る法第70条の２ ーション，介護予防短
第１項の規定に 期入所生活介護，介護
基づく指定介護 予防短期入所療養介護

予防サービス事 または介護予防特定施
業者の指定の更 設入居者生活介護に係
新（同項の規定 るもの
に基づく指定居

宅サービス事業 その他のもの １件につき 11,000円
者の指定の更新
の申請を併せて
行う場合を除く｡)

法第1 1 5条の12 介護予防認知症対応型 １件につき 30,000円
第１項の規定に 通所介護（共用型指定
基づく指定地域 介護予防認知症対応型

密着型介護予防 通所介護を除く。），
サービス事業者 介護予防小規模多機能
の指定（法第78 型居宅介護または介護
条の２第１項の 予防認知症対応型共同



規定に基づく指 生活介護に係るもの

定地域密着型サ
ービス事業者の その他のもの １件につき 23,000円
指定の申請を併
せて行う場合を

除く。）

法第1 1 5条の21 介護予防認知症対応型 １件につき 13,000円
において準用す 通所介護（共用型指定

る法第70条の２ 介護予防認知症対応型
第１項の規定に 通所介護を除く。），
基づく指定地域 介護予防小規模多機能
密着型介護予防 型居宅介護または介護

サービス事業者 予防認知症対応型共同
の指定の更新（ 生活介護に係るもの
法第78条の12に
おいて準用する その他のもの １件につき 11,000円

法第70条の２第
１項の規定に基
づく指定地域密
着型サービス事

業者の指定の更
新の申請を併せ
て行う場合を除
く。）

法第1 1 5条の22第１項の規定に基づく指定 １件につき 21,000円
介護予防支援事業者の指定

法第1 1 5条の31において準用する法第70条 １件につき 11,000円
の２第１項の規定に基づく指定介護予防支
援事業者の指定の更新

健康保険法等の一部を改正する法律（平成 １件につき 29,000円
18年法律第83号）附則第1 3 0条の２第１項
の規定によりなおその効力を有するものと
された同法第26条の規定による改正前の法

第1 0 7条の２第１項の規定に基づく指定介
護療養型医療施設の指定の更新

備 考

１ この表において「共用型指定認知症対応型通所介護」とは，函

館市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備および運営に関



する基準等を定める条例（平成２５年函館市条例第２５号）第65

条第１項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。

２ この表において「介護予防通所介護」とは，地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条または第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第

５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）

による改正前の法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護

をいう。

３ この表において「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」

とは，函館市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設

備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２５年函館市条例第２８号）第９条第１項に規定する共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。

附 則

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

２ 改正後の第２条および別表第２の規定（介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第９４条第１項の規定に基づく介護老人保健施設の開設

の許可に係る部分および同条第２項の規定に基づく介護老人保健施設

の変更の許可に係る部分を除く。）は，この条例の施行の日以後にあ

った申請に係る手数料について適用する。

３ 改正後の別表第２の規定（介護保険法第９４条第１項の規定に基づ

く介護老人保健施設の開設の許可に係る部分に限る。）は，この条例

の施行の日以後にあった申請に係る手数料について適用し，同日前に

あった申請に係る手数料については，なお従前の例による。



（提案理由）

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者等の指定および介

護老人保健施設の開設の許可の更新に関する事務について手数料を徴収

することとし，ならびに同施設の開設の許可に係る手数料の額を改定す

るため


